
  
 

○み んな○○わわ くわく○の びのび○え がおで 

この学校が好き！ 
校 長  城崎 克恵 

 

秋は深まり、朝夕はめっきり冷え込む様になりました。木々の葉も緑から黄色に変わり、次々

と落ちていきます。冬が近づいていると感じる毎日となりました。先日行われた運動会では、

子供たちは練習の成果を出し、素晴らしい学校行事となりました。コロナ禍であり、例年通り

とはいきませんでしたが、今できることを精一杯取り組んだ子供たちの姿は見ている者たちに

感動を与えてくれたと思います。また、開催できたことは保護者の皆様のご支援・ご協力のお

かげであり、感謝申し上げます。 

さて、みなさんに質問します。「三輪野江小学校が好きですか？」 

「はい」「もちろんです！」「友達と遊べるからです。」などと答えは様々だと思います。お

そらく、「好き」と答えてくれた人たちは、クラスや学校生活が充実している証なのでしょう。

具体的には、自分の居場所があり、自分を必要としてくれる人が周りにいる。教師側からする

と授業がわかりやすい、もっと学びたいという授業であり、学級経営等がしっかりしていて子

供たちの心の安心・安全のある通いがいのある学校ということなのでしょう。このような環境

であれば、たとえ、嫌なことや面倒なことがあっても「やってみよう！」「がんばってみよう！」

という前向きな気持ちになります。そして、自然に人にもやさしく、思いやりをもって行動で

きるようになっているのでしょう。 

 逆に、友達とうまくいかなかったり、宿題を忘れてばかりいたりして、授業がどんどんわか

らなくなり、イライラしてきて、「どうせ私なんか。」となげやりになってしまうと、気持ちが

暗くなり、「学校が嫌いだ！」なんて気持ちも膨らんできてしまうのでしょう。そして、乱暴

な言葉遣いや行動ばかりしてしまったり、人に対して、嫌なことをしたり、言葉で傷つけてし

まったりということになってしまうのかもしれません。 

 １１月は、「いじめ撲滅強調月間」です。「人の嫌がることを しない させない 許さない」

ためには、私たち教師集団が子供たちの「居がい」「通いがい」がある心の安心・安全のある

学校つくりをしなければならないと強い気持ちで子供たちを育てていかなければならないこ

とは肝要であります。また、子供たち自身もよりよい人間関係を築きあげ、温かい言葉と行動

で相手を思いやる気持ちを忘れずに生活していかなけれ 

ばいけないことも忘れてはいけないと思います。教師も 

子供も自身をもって「この学校が好き！」といえる集団 

であることがいじめ撲滅への近道なのでしょうね。 

 最後に一番小さな集団の「家族」、ぜひ、ご家庭で、 

「家族や学校が好き！」と言えるためにはどんな言葉 

や行動からみんなの温かい気持ちが生まれるのかを保 

護者の皆様の経験談などから話し合い、考えていただ 

きたいと思います。 

三輪野江小学校、「いじめゼロ」を目指して。 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

９月３０日 1，2 年遠足 

 

 

 

 

 

 
鉄道博物館に遠足に行きまし
た。1，2 年生ともグループで
の見学を行いました。 

１０月６日 3，4 年遠足 

 

 

 

 

 
 
3，4 年生は、せんべい工場で
の手焼きせんべいづくり体験
を行いました。 

１０月１４日 2 年生の砂遊び 

 

 

 

 

 

 

 
図工の学習での砂遊びです。普
段あまりやらない遊びに夢中
になっていました。 

１０月１８日 運動会 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
運動会は晴天の中、無事に予
定していた全ての競技を実施
することができました。 

１０月２２日 3年スーパーマーケット見学 

 

 

 

 

 

 

 
 
遠い道のりでしたが、実際の
スーパーマーケットが見学で
き、よい勉強になりました。
買い物もできました。 

１０月２９日 5，6 年生校外学習 

 

 

 

 

 

 
 
 
鎌倉への校外学習です。グル
ープごとに訪問場所を決めて
活動しました。鎌倉市内の各
場所を散策してきました。 

日 曜 行事予定 

１ 日  

２ 月 朝会（表彰含む） 彩の国教育週間 

三輪野江小読書週間 

３ 火 文化の日 

４ 水 読書タイム おはなし会２年 

パラリンピック体験５，６年生 

５ 木 読書タイム 

６ 金 読書タイム 委員会活動 

７ 土 学校公開日２校時Ａ班，４校時Ｂ班

特別日課 

８ 日  

９ 月 児童集会 

10 火 遊ぼうタイム 

11 水 読書タイム 支援籍交流３校時３年  

おはなし会１年 芋ほり２年  

学校評議員会 

12 木 学習タイム 社会科見学５年 

13 金 スポーツタイム クラブ活動 

14 土  

15 日  

16 月 特別日課５時間下校 14:00  

個別面談① 

17 火 特別日課５時間下校 14:00  

個別面談② 

18 水 特別日課５時間下校 14:00  

個別面談③ 

19 木 特別日課５時間下校 14:00  

個別面談④ 

20 金 特別日課５時間下校 14:00  

個別面談⑤ ふれあいデー 

21 土 出張ワンダーランド in三輪野江小 

22 日  

23 月 秋分の日 

24 火 学級の時間  

25 水 特別日課５時間下校 14:20 

26 木 学習タイム 

27 金 スポーツタイム 校内持久走大会 

クラブ活動 子どもと家庭の相談日 

28 土  

29 日  

30 月 学級の時間 校内持久走大会予備日 

令和２年度 １１月行事予定 

 

児童数 １年３３ ２年３４ ３年３７ ４年２８ 

５年３２ ６年４３ ひた９ 合計２１６名 

・勉強する子 ・やさしい子 ・元気な子 

令和２年度１１月号 
〒342-0022 
吉川市加藤６４１番地 
TEL ０４８-９８２-２３３０ 
FAX ０４８-９８４-５２７１ 
HP アドレス http://www.yoshikawa-ed.net/miwanoe/ 

持久走大会の健康チェックカードについて 

朝晩の体温、朝食の喫食有無、保護者の押印がない場合は、
持久走大会の練習および大会当日の参加ができません。毎日
のチェックカードの確認をお願いします。 

 

吉川市教育大綱  家族を郷土を愛し 志を立て 凛として生きていく 

１１月は、県が定める 
「いじめ撲滅
強調月間」です。 



１１月分下校時刻の変更 

日 曜 
変更を必要とする          
行      事      名 

変    更    後    登    下    校    時    刻 

１  年 ２  年 ３  年 ４  年 ５  年 ６  年 

６ 金 委員会活動    １４：５５   

７ 土 

学校公開日登校 通常通り 

学校公開日下校 １４：３０ １４：３０ １４：３０ １４：３０ １４：３０ １４：３０ 

12 木 社会科見学（５年）     16:20 ※  

16 月 特特日課・個人面談 １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ 

17 火 特特日課・個人面談 １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ 

18 水 特特日課・個人面談 １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ 

19 木 特特日課・個人面談 １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ 

20 金 特特日課・個人面談 １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ 

25 水 

職員研修 

特別日課５時間 

１４：２０ １４：２０ １４：２０ １４：２０ １４：２０ １４：２０ 

※12 日の５年の下校は保護者のお迎えによる下校です。 

 

学校公開について 

＜日 程＞ 
    
   ８：２５ ～  ９：１０ １時間目 

   ９：２０ ～ １０：０５ ２時間目 Ａ班保護者参観 

  １０：１５ ～ １１：００ ３時間目  

  １１：１０ ～ １１：５５ ４時間目 Ｂ班保護者参観 

  １１：５５ ～ １２：４０ 昼食（給食があります） 

  １３：２５ ～ １４：１０ ５時間目 

  １４：３０ 下校 
 

・参観は、原則として１家庭１名です。 

・駐車場はありませんので、自家用車での参観はご遠慮ください。 

・参観時には、マスク着用をお願いします。 

・上記の日程どおり、通常の日課とは違い、特別日課となっております。

お間違えの無いように、開始時刻等ご確認ください。 

・上記のＡ班、Ｂ班は、分散登校時の班分けです。 

 
 



吉川市教育委員会 学校教育課だより       

 

令和２年１１月号          

 

 

 

埼玉県教育委員会発行リーフレット、吉川市「学校における働き方改革基本方針」より 

 

 

 

 

学校における働き方改革基本方針について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この他にも、児童生徒や保護者の悩みを相談できる窓口として、小学校にはあおぞら相談員

を、中学校にはさわやか相談員を、また、各学校にスクールカウンセラーを配置しています。
（日時や詳細につきましては、各学校へお問い合わせください。） 
 保護者、地域の皆様には児童生徒の見守り等、様々な面でご協力いただき、ありがとうござ
います。引き続きご協力をお願いいたします。 

 

家族を 郷土を 愛し 

志を立て 

凛として生きてゆく 

働き方改革を推進しております。 

授業やその準備に集中できる時間、子どもと接する時間、自ら専門性を高めるための時間の

確保や教職員の健康維持増進を目的とし、4 つの視点からその目的を達成するための取組を行

っています。 

 

 

 

部活動では、生徒及び教職員の心

身のバランスの取れた生活を推進す

るため、平日、休日ともに活動時間

を工夫しています。 

長期休業中の活動についても休養

期間の設定などを行います。 

また、吉川市では、毎月 21 日前後

（各校、行事等の状況から設定）に

「ふれあいデー」を、長期休業日に

は「学校閉庁日」を設定しておりま

す。 

実施にあたり、各学校から保護者

や地域の方々に対して緊急連絡先の

周知等を行います。 

 
埼玉県教育委員会発行リーフレット 

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2213/document

s/hatarakikatakaikakuri-furetto.pdf 

埼玉県「学校における働き方改革基本方針」の概要 

目標：在校等時間の超過勤務の上限 原則月 45 時間以内、年 360 時間以内とする 

（法改正によりこの上限時間が制度化されました） 

＜目標達成に向けた４つの視点＞ 

①教職員の健康を意識した働き方の推進  ②教職員の専門性を踏まえた総業務量の削減 

③教職員の負担軽減のための条件整備   ④保護者や地域の理解と連携の促進 

 

 埼玉県では、学

校における働き

方改革を推進し、

リーフレットを

発行しています。 

本市では、埼玉

県「学校における

働き方改革基本

方針」を基に、吉

川市版を作成し、 


